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「市民主体のまちづくり」に向けて 

 

少子高齢、人口減少社会を迎え、持続可能性の面からもこれまで

のような全国一律の行政サービスのあり方が見直されるとともに、

多様化する地域課題に適切に対応するべく、地域住民が主体となっ

てコミュニティ活動に取り組むという考えが浸透してきました。 

このような背景を踏まえ、高松市では、平成 22年 2月 15日

に、市民・議会・行政が協力してまちづくりを進めるための基本的

なルールである「高松市自治基本条例」を施行し、市民が主体となっ

たまちづくりを推進するための仕組みとして“地域コミュニティ協

議会”を位置付けました。これは、小学校区という共同体意識の形

成が可能な一定の地域において、その地域に居住する個人、所在す

る法人、その他の団体を構成員とし、自主的かつ自立的にその地域

の運営について協議するための“枠組み”としての性質を持ってい

ます。これにより、地域の課題を、地域の特性に応じ、より民意を

反映させた形で、解決に取り組む体制が整備されました。 

そして、地域が主体的に取り組むまちづくり活動への支援の一つ

として、「高松市地域まちづくり交付金」を創設しています。 

 

自分たちが住む地域を共同で営み、次の世代へ受け継いでいくた

めにも、今を生きる私たちが、今の時代に見合った価値観や判断に

より、地域の“これから”を共に考えていきましょう。 

 

高松市 市民政策局 地域政策部 コミュニティ推進課   
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みんなのお金だから、みんな
に納得してもらえるように、
きちんと説明できる使い方を
しないといけないのね！ 
 

地域コミュニティ協議会
が主体的に行うまちづく
り活動を支援するお金の
ことだよ。 

「地域まちづくり交
付金」ってなに？ 

そうさ。その地域に住む
人や団体などで構成され
ているよ。君たちも、地
域コミュニティ協議会の
一員なんだ。 

地域コミュニティ協議会
って私たちに関係あるの？ 

文化・環境・健康など、いろん
な方面から、地域のために自分
たちでできることを、地域のみ
んなで取り組めば、それがまち
づくり活動ってことさ。 

へぇ～知らなかった！！ 
まちづくり活動ってどん
なことをするの？ 
 

そのとおり！話し合って決める
ことで、これまでの活動を組み
合わせたり、一度お休みしたり
できるんだ。もちろん新しい活
動もできるよ。 

主体的に行うってどういう
こと？自分たちで決めて活
動するってことなのかな？ 
 

そうさ！自分たちでどんなこと
にどんな風に使うか決められる
お金のことだ。そのかわり、き
ちんとみんなのために使ったこ
とを説明する責任があるよ。 

「地域まちづくり交付金」
は、地域のみんなが今１番必
要だと決めた活動を応援して
くれるお金ってことね！ 
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高松市では、自主的・自立的に地域のまちづくりに取り組む地域コミュニティ協議会に

対して、「地域まちづくり交付金」を交付しています。 

 この交付金は、地域コミュニティ協議会が主体的に行うまちづくり活動を支援し、も

って住民自治及び市民と行政との協働による地域みずからのまちづくりの推進に資する

ことを目的としています。 

 地域の「自己決定」と「自己責任」に基づく地域コミュニティの自立運営の促進を図

るとともに、市民と行政との協働によるまちづくりの推進に寄与することを基本指針と

しています。 

 交付金は公金である以上、一定の説明責任を果たす必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

交付対象団体は、「地域コミュニティ協議会」です。 

 

 

 

 

 

 

 

地域コミュニティ協議会と高松市の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

―地域コミュニティ協議会とは― 

 市民が地域の個性を生かし、自主的・自立的に地域のまちづくりに取り組むため、

その地域に住む人や団体などを構成員とし、一つの地域に一つに限り市長が認定す

る民主的に運営される組織です。 

 

① 地域コミュニティ協議会の役割 

地域コミュニティ協議会は、自らの活動に責任を持って、自主的かつ自立的に地

域のまちづくりに取り組むものとします。 

② 高松市の役割 

市は、市民主体のまちづくり活動を推進するため、地域コミュニティ協議会の活

動を尊重し、その活動に対して適切な支援を行うものとします。 

地域づくりを継続的に推進していくためには、情報を収集し、「地域で本当に

必要とされていることは、何か」ということを地域みずから考え、取り組むこと

が重要です。 
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対象事業は、地域の活性化や課題解決、地域住民の交流やコミュニティ再生等

を目的として、地域コミュニティ協議会が実施する以下に掲げるまちづくりに

資する事業とします。 

 

 

 

 

協働の担当局：【市民政策局】【創造都市推進局】【教育局】 

≪事業例≫ 

   

 

 

 

 

 

 

 

協働の担当局：【市民政策局】【環境局】【都市整備局】 

       【消防局】 

≪事業例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働の担当局：【健康福祉局】 

≪事業例≫ 

 

 

 

 

 

 

人権啓発、青少年健全育成、子どもの安全対策、人権・平和を尊重する社

会づくり、（町民）運動会、文化祭、教育の充実、生涯学習の推進及び文

化・スポーツの振興に資する事業 

 

環境保全の推進、ごみの減量・リサイクル推進、不法投棄の防止、 

交通安全対策、環境と共生する循環型社会の形成 

生活環境の向上及び安全で安心して暮らせる環境の整備に資する事業 

 

① 心豊かな人と文化を育むまちづくり 

② 人と環境にやさしい安全で住みよいまちづくり 

③ 健やかにいきいきと暮らせるまちづくり 

子育て支援、健康づくりの推進、高齢者支えあいなど共に健やかで 

いきいきと暮らせる環境づくりに資する事業 
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協働の担当局：【創造都市推進局】 

≪事業例≫ 

 

 

 

 

 

 

協働の担当局：【市民政策局】 

≪事業例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪事業例≫ 

 

 

 

  ※事前にコミュニティ推進課に御相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の魅力創出と発信、地域間交流など魅力あふれる地域づくり及び 

多彩な交流の推進に資する事業 

ふれあい交流、自治会活動の活性化などコミュニティを軸とした協働の 

まちづくりに資する事業 

⑥ その他、地域の課題解決・活性化につながるまちづくり 

上記①～⑤に該当しない事業 

【対象とならない事業】 

・営利を主たる目的とする事業 

・宗教儀式、又は信者の教化育成を目的とする事業 

・政治上の主義を推進又は支持することを目的とする事業 

・特定の公職の候補者等又は政党を推薦、支持することを目的とする事業 

・その他、市長が交付金の交付目的に適合しないと認める事業 

④ 人がにぎわい活力あふれるまちづくり 

④  

⑤ 参加・協働で進めるコミュニティを軸としたまちづくり 
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（１）公益性、必要性 

  公益上必要性が高く、その効果が広く地域住民に及ぶなど、地域住民の福祉の

増進を図るもので、特定の個人や団体のみの利益につながるものでないものに使

用してください。 

また、今現在の地域の実情を見たときに、そもそも必要な事業は何か、という

視点は大変重要です。 

 

（２）有効性 

   交付金は、地域ニーズ等の社会経済情勢に合致し、地域課題の解決につながる

とともに、事業効果が認められるものに支出してください。 

その事業を実施することで地域にとってどのような効果があるのか、長期的な

視点で目的・効果をしっかりと意識してください。 

 

（３）適格性 

   地域まちづくり交付金の使途が適切か判断でき、会計処理等を適正に履行でき

る団体等に交付してください。 

また、団体等が補助金を使わずに事業ができる状態にないか確認をすることも

必要です。 

 

（４）妥当性 

   地域まちづくり交付金を充当する事業については、地域住民や市民の誰に対し

てもしっかりと説明できるようにしてください。支出の基準等を定め、金額は妥当

か、理由・根拠は合理的か、などを考慮して支出してください。 

 

（５）透明性、公開性 

   地域まちづくり交付金対象事業の選定に当たっては、広く地域住民に公開する

とともに、民主的な合意形成過程を踏むようにしてください。公平性を確保する

とともに、活動意欲のある新たな団体等の参入を促すよう努めてください。 

地域にとって真に必要な事業は何かを毎年度地域内で検討し、合意形成を経た

上で実施してください。 
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 協議会が、第三者に対して説明責任をより果たしやすくするための参考にしてくださ

い。さぁ！これから取り組もうと考えている事業について一緒に検証してみましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい いいえ 

はい いいえ 

まずは、地域のコミュニ
ティプランを確認しま
しょう。必要に応じてプ
ランを見直しましょう。 

どの分野のまちづくりにつながる活動か

検討しましょう。 

はい いいえ 

事業のやり方やお金の使い方について、様々な視点から

検証しましょう。必要に応じて、あらかじめ内規を定め

るなど、客観的な説明材料を整えましょう。 

はい いいえ 

ほかの人が、同じようなことを考えていたり、もっと困っていたり

するかもしれません。より多くの関係者（住民）で話し合い、調整

してから決めましょう。 

はい いいえ 

交付金には上限額が決められています。事業実施そのものに必要不可欠な経費

から優先的に交付金を使いましょう。より多くの関係者（住民）で話し合い、

調整してから決めましょう。 

交付金を有

効に御活用

ください。 

コミュニティプランに基づく事業目的ですか？ 

交付対象（６つのまちづくり）事業に当てはまりますか？ 

５つの基本的な考え方（公益性（必要性）、

有効性、適格性、妥当性、透明性（公開性））

で検討しましたか？ 

事業選定・経費配分について、

協議会内で検討し、合意形成

を経ましたか？ 

事業内容・経費内

訳について、実施

する事業ごとに検

証し、合意形成を

経ましたか？ 
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経費区分 事業費 事務費 

給料 

対象外 

事務補助職員雇用経費（時間外勤務

手当の支給に係る経費を含む。ただ

し、地域コミュニティ協議会役員に

対する手当の支給に係る経費は対象

外。） 

通勤手当 

時間外手当 

社会保険料 

報償費 事業実施及び協議会の事務に要する経費（協議会の総会や会議に出席した

会長及び役員への報償・記念品は対象外。） 費用弁償 

普通旅費 
事業実施及び協議会の事務に要する経費（懇親・慰労的要素のある旅費は
対象外。また、協議会の規定に基づくものに限る。） 

消耗品費 
事業実施及び協議会の事務に要する経費（事業そのものとは関係のない特

定の個人に提供する記念品・金券・景品等の購入費は対象外。） 

食糧費 
事業実施及び協議会の事務に要する経費（単なる懇親会・慰労会等におけ

る飲食代、事業そのものとは関係のない飲食代は対象外。） 

印刷製本費 

事業実施及び協議会の事務に要する経費 燃料費 

光熱水費 

修繕費 事業実施及び協議会の事務に要する経費（施設修繕費は原則対象外。） 

通信運搬費 

事業実施及び協議会の事務に要する経費 保険料 

手数料 

委託料 
事業実施及び協議会の事務に要する経費 

（専門的な技術等を要するものに限る。） 

使用料及び

賃借料 事業実施及び協議会の事務に要する経費 

原材料費 

備品購入費 事業実施及び協議会の事務に要する経費 

※事務費として計上できる額が、交付金総額の２０％を超える場合は、御相談ください。  
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※御不明な点等は、コミュニティ推進課に御相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・交際費関係 

  接待、慰安、贈答、慶弔、懇親会などに関する費用 

 

・負担金関係 

地域コミュニティ協議会、又は協議会の構成団体が上部団体に納める年会費 

 

・繰出金関係 

積立金、繰越金（精算後、交付金の残額がある場合は、市に戻入してください。） 

 ※戻入額が翌年度以降の上限額に反映される訳ではありません。 

対象外経費 【下記はあくまでも一例です。】 

対象経費について 

将来的な財源不足や、社会通念の変化に考慮しながら、次のようにお考え 

いただき、説明責任を果たせるようにしてください。 

・どのような目的で使う経費か 

・公金を支出することが適正であると説明できるか 

・より受益者負担を求めやすい経費は何か 

・継続するにはどうすべきか   など５つの基本的な考え方に沿った検討 
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（１）年間スケジュール 

 

  

３月末 

４月初旬 

説明会 

 

地

域

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

協

議

会 

高
松
市
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
課
） 

地域で事業選定

等の話し合い 

申請書審査 

報告書審査 

内示額を通知 

交付限度額を通知 

交付申請書等提出 
※(2)事務手続きの詳細-ア 参照 

決定通知 

■交付金支払 

４月：第１回支払（40％） 

 ７月：第２回支払（40％） 

１０月：第３回支払（20％） 

実績報告書等提出 
※(2)事務手続きの詳細-イ 参照 

２月ブロック会 
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（２）事務手続きの詳細 

ア 交付申請書等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 実績報告書等 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■提出締切   市長が指定する日  ※別途御連絡します。 

■提出書類 

① 交付申請書（様式第１号）   

② 事業計画書（様式第２号）  ※まちづくり活動ごとに提出 

③ 収支予算書 ※地域独自の書式でも可。経費区分は対象経費（6p）を参照。 

④ 請求書 

 

■留意点 

・事業計画書、収支予算書は、事業概要が把握できるようなるべく具体的

に記載してください。 

・申請内容によっては、対象経費として認められないものもあります。 

不明な点は事前に御相談ください。 

■提出締切   会計年度終了後２０日以内 

■提出書類 

① 実績報告書（様式第３条） 

② 事業報告書（様式第４号）  ※まちづくり活動ごとに提出       

③ 収支決算書 ※地域独自の書式でも可。経費区分は対象経費（6p）を参照。 

④ 監査報告書 

監査終了後に提出してください。 

 

■留意点 

 地域まちづくり交付金で支出した領収書等、事業の実施を証する書類につ

いては、各種団体等が事業を実施した場合も、必ず地域コミュニティ協議会

で保管してください。 
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（１）交付金の事業計画の変更申請 

事業費を大幅に変更しようとする場合（交付決定額の２０％を超える場合）は、変更

申請が必要です。 

  ※交付金有効活用の意思決定と同様に、変更内容においても、協議会には説明責任があ

ります。協議会内で合意形成を経た上で、変更をしてください。 

 

（２）交付金の交付決定の取消し 

   交付金の取消しは、次に掲げる場合に行います。 

ア 市の指示又は指導に違反した場合 

イ 交付金を交付金事業以外の用途に使用した場合 

ウ 交付金事業において、不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

エ 交付の決定後に生じた事情の変更により、交付金対象事業の全部が実施できなく 

なった場合 

 

（３）交付金の経理 

交付金の経理について、交付金以外の経理と明確に区分し、その収支状況を会計帳簿

によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に係る証拠書類を、交付を

受けた年度の年度末から１０年間保存してください。 

地域まちづくり交付金を使用して支払った領収書については、原則として原本を地域

コミュニティ協議会で保管してください。 

 

（４）交付金事業の明示 

   地域まちづくり交付金事業を広く地域住民に周知し、地域を考えるきっかけとする

ために、可能な範囲で掲示物や看板、パンフレット等配布物に「高松市地域まちづくり

交付金事業」の文言を掲示してください。 

 

（５）申請書類・報告書類への自主財源の記載について 

   地域まちづくり交付金事業では、各地域に自主財源の活用も促しているところです

が、本市監査委員により実施された令和２年度財政援助団体等監査において、自主財源

も含めた事業全体の収支を把握するよう意見がありました。 

収支予算書・収支決算書への自主財源の記載は引き続き自由ですが、可能な協議会に

おかれましては、自主財源を含めた記載に御協力をお願いいたします。 

 

■ その他、御不明な点につきましては、コミュニティ推進課（087-839-2277）まで

お問い合わせください。  
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 〒761-8571 
高松市番町一丁目８番１５号 
tell  087-839-2277 
fax  087-839-2125 
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